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はじめに 

この一年は、引き続き路線網の拡充に取り組み、2023年 12月に成田＝上海（浦東）、2024年

3月に関西＝台北の両路線を再開したほか、2023年 12月には成田＝旭川、2024年 3月には福

岡＝札幌（新千歳）の国内路線の新規就航をいたしました。 

 

また、エアバス A321LR型機の国際線運航への導入と成田＝台北路線の複便化によりお客さま

の利便性と快適性の向上を図り、旺盛な訪日需要に対応してまいりました。 

 

安全を引き続きの最優先事項として、全社一丸となって安全運航に取り組んだ結果、一年を

通じて航空事故や重大インシデントがなく、不利益処分または行政指導等のいずれもありま

せんでした。 

一方で、2023年 7月から 9月の間、整備やグランドハンドリング部門スタッフのけがが連続

して発生したことに鑑み、当社の社員やお客さまのけがを防止するだけではなく、より安全

な職場環境を築き、全社員の安全意識を高めることを目的として 2023年 10 月から 12月の 3

か月間、「けがゼロプロジェクト」を実施しました。当プロジェクトの活動としては、安全関

連ブリテンにおける注意喚起、安全担当部署と各本部の本部長などによる職場巡視、部署ご

とのハザードマップの作成、事象の再現動画の作成、危険を予知し事故防止につなげるトレ

ーニング法の動画作成などにわたります。この一連の取り組みにより、労災に関連する数値

が大幅に改善しました。 

 

また、全航空会社に対する共通の重点項目として、継続的にアルコールに係る不適切事案の

防止策に取り組んでおり、当社においても安全性を維持、向上する上で最も重要な取り組み

の一つであります。アルコール問題の再発を防ぐための社内教育、啓発活動、検査体制の維

持・改善に、引き続き全社を挙げて取り組んでおります。 

 

お客さまや社員の健康を含めて「安全は我社の最優先事項」であり、引き続き一便一便の安

全運航に全力を尽くしながら 運航品質とお客さまの利便性の向上を図ってまいります。 

 

引き続きのご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 

2024 年 12 月  

ジェットスター・ジャパン株式会社  

代表取締役社長 片岡 優 
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【本報告書の対象期間】 

ジェットスター・ジャパンの事業年度である 2023年 7月 1日から 2024年 6月 30日までと 

しております。 
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1．安全に関する基本方針 

1-1  安全に関する方針 

安全は我社の最優先事項です。安全は我社の良質な業務遂行のために最も重要なことであ

り、全ての社員が第一に担うべき責務です。 

我々は上空、地上にかかわらず全ての業務において積極的かつ継続的に安全管理を行いま

す。 

安全の確保は、「人への配慮から」が基本です。 

 

安全は我社の最優先事項です 

安全方針に関わる基本原則： 

 安全は顧客の利便性、スケジュール維持、企業業績よりも優先される。 

 社員及び委託先が不具合事象やハザードを報告しやすい文化を推進、維持する。 

 社員及び委託先が懲戒を心配することなく自分のエラーを報告できる“公正な文化”を

推進、維持する。 

 法令、会社の基準・方針への適合あるいはそれ以上のレベルを目指す。 

 社員の怪我や病気を防ぎ、安全性の継続的な改善を図るため測定可能な安全指標及び目

標値を設定する。 

 方針・法令・手順に従い業務を遂行、管理する。 

 危険な行為（無謀な行為・故意な違反）は許容しない。 

 社員及び委託先は自分自身、同僚、顧客の安全と健康に対し責任があることを理解す

る。 

 事故・自然災害の対策及び被害発生時には、人命を最優先とし、すみやかに社員とその

家族、顧客等の安全確保及び事業の復旧・継続に努める。 

 不具合事象に対しては根本原因を究明し、再発防止策を構築できるよう適切な調査を行

う。 

 経営陣は、安全方針を実施するために必要な資源と施設を提供する。 

 安全の確保及びリスクマネジメントの考え方を全ての事業の変更や新たな事業展開に 

 適用する。 

 リスクマネジメントを通常業務の一部として取り入れた安全管理システムを構築し、 

発展させる。 

 リスクマネジメント及び安全管理にはヒューマンファクターの原則やヒューマンパフォ

ーマンスの限界を考慮する。 
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 職種、権限に応じた教育や訓練を実施する。 

 安全管理プロセスを進めるにあたっては、継続的な関与や情報発信を通じて、社員及び

委託先と共に推進する。 

 物品やサービスを提供するサプライヤーに当社の方針及び当社との関わりにおける安全

責任について認識させる。 

 安全に係わる模範となるような行動をとった社員及び委託先、あるいは優れた提案を 

した社員及び委託先を賞賛する。 

 全ての社員及び委託先による安全や品質に係わる活動への参加を徹底する。 

 定期的にこの方針が有効であることをレビューする。 

 

 

代表取締役社長 片岡 優  
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1-2 安全文化の重視 

安全は当社の最優先事項であり、安全を基本とした意思決定と行動がなされる文化を形成

することを目指しております。安全文化は安全管理体制の礎であり、必要不可欠なもので

す。当社の安全文化は以下により構成されます。 

(1) 公正な文化(Just Culture)  

安全上の重要な情報を報告することを全社員へ奨励し、社員間で相談がしやすく、気づ

いた事をアサーティブに言い合えるような、心理的安全性および信頼関係がある社内環

境を目指しています。また、社員には「許容される行動」と「許容されない行動」の相

違点について理解し、自らの行動を律して業務にあたることが求められています。 

（次ページ参照） 

(2) 報告する文化 

業務中に経験した、もしくは気づいた、安全および保安上のあらゆるハザード(事故や

エラーの原因となりうる危険要因)、およびエラー、また安全性向上のための改善提案

を率先して報告することを全社員に対して奨励しています。これらの報告に対して、

安全上の措置が適切かつ適時に講じられるよう検討し、実行しています。 

(3) 学習する文化 

人は、自身の間違いに学び、また他者の間違いに学びます。安全上の問題やインシデ

ントについて、社員に情報を適時に提供することによって、全員が学習し、各人の技

能と知識を強化していきます。 

(4) 必要な情報が行き渡る文化 

「公正な文化」の下、「報告する文化」や「学習する文化」によって得られた安全情報、

手順の変更、方針の変更等を社員にタイムリー、かつ適切に共有することが安全を築く

上で重要です。強固な「必要な情報が行き渡る文化」を築いていくことがすなわち、強

固な安全文化の構築に繋がっていくと考えております。 
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【公正な文化に関する方針】 

ジェットスター・ジャパンは、安全・保安関連の問題をオープンに報告することを奨励

し、オープンで信頼のおけるコミュニケーション環境を構築することを目指します。 

 

公正な文化では、システムと個々人の責任の双方のバランスをとることが必要です。 

また、行動の管理、組織の価値観や信念の浸透、公平かつ一貫性のある社員への処遇も 

重要な要素と考えます。 

 

公正な文化においては、社員は許容される行動と許容されない行動について理解しなくて

はなりません。 

 

エラーやミスの発生を受容します。それらに対しての叱責や懲戒は不適切で非効果的です。 

一方、故意の違反、無謀な行為、会社規則・基準に対する継続的な違反や不履行、意図的

に報告しないことなどは許容しません。 

公正な文化に関する基本原則: 

 社員は、オペレーションや職場環境の安全・保安に影響するような事故、不安全事象、 

ヒヤリハットあるいはその可能性、リスクや危険要因などを報告する義務を持つ。 

 エラーやミスなど安全に係わる事象の報告に対して懲戒することはない。 

 管理者はエラーやミスが起こることを認めるとともに、それらを管理しなければなら

ない。エラーやミスを責めることや懲戒は、逆効果である。 

 無謀な行為は許容しない。無謀な行為、会社方針・規則・手順などに対する継続的な

違反や不履行、意図的に報告しないことなどに対しては懲戒の対象とする。 

 発生した事象の調査を行う目的は、その事象の事実や要因を特定し再発防止を図るた

めであり、懲罰を課すためではない。 

 ヒューマンエラーやリスクを伴った行動に至った原因を特定し、再発防止のための 

適切な対策を講ずるために発生した事象の調査を行う。 

 組織としてエラーやミスから教訓を学び、積極的にその教訓を共有し、システム設計

や安全に対する行動強化に反映する。 

 組織は、公正な文化の原則に基づく意思決定プロセスを適用することで、社員に公平

で一貫性のある処遇をする客観的基準を有することができる。 

 

 

代表取締役社長 片岡 優  
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各組織の人員数 （2024年 6月 30日現在） 

組織名 人数 

整備本部 144人 

運航本部 269人 

OCC  22人 

空港本部 232人 

客室サービス本部 434人 

安全保安管理本部   22人 

 

 

 

 

 

2. 安全管理体制 

2-1 安全管理の組織体制  

当社の安全確保のための組織と人員は、以下のとおりです。（2024年 6 月 30日現在） 
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2-2 安全管理の責任者・組織 

(1) 代表取締役社長 

安全および全ての組織を先導、指揮し、安全およびコンプライアンスの問題を含めた

すべての事項について業務を統括、遂行し、意思決定を行う最終責任と権限を有しま

す。 

(2) 安全統括管理者 

安全管理システムが安全かつ法律や基準に従って確実に機能するよう、統括的に管理

する責任と権限を有します。また、遂行した業務およびその結果を代表取締役社長に

報告します。 

安全統括管理者は、代表取締役社長が航空法（第 103条の 2）、国土交通省令（航空法

施行規則第 212条の 5）および航空局長通達に定める選任要件を満たす者の内から任

命し、国土交通大臣に届け出る。また、解任した場合も同様に国土交通大臣に届け出

る。 

(3) 安全保安管理本部長 

安全保安管理本部および当社の安全管理システム、保安管理システム、および労働安全

を管理する責任を負います。 

(4) 最高執行責任者 

配下本部（運航本部、OCC、空港本部、客室サービス本部）における業務、および本

部を跨る業務を指揮管理し、それぞれの業務が安全かつ法律・基準に従って実施され

るよう管理する責任を負います。 

(5) 整備本部長、運航本部長、空港本部長、客室サービス本部長、OCCセンター長 

運航に直接関わる各本部を指揮管理し、それぞれの業務が安全かつ法律・基準に従っ

て実施されるよう業務を遂行、意思決定を行います。 

 

2-3 安全に関わる会議体 

(1) 航空安全委員会 

安全、保安におけるリスクマネジメント、ならびにそれらの実績に責任を負う委員会

です。運航の安全、保安、ならびに労働安全衛生に関する全ての事項についてリスク

を評価し、改善や是正処置、安全施策および投資を決定します。また、これらを実施

した後の妥当性について評価をします。 

当委員会は代表取締役社長を委員長とし、安全統括管理者、最高執行責任者、整備本

部長、運航本部長、空港本部長、客室サービス本部長、OCCセンター長、安全保安管

理本部長および安全保安管理本部担当マネジャーで構成されます。 
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(2) 各本部安全対策グループ会議 

整備本部、運航本部および OCC、空港本部、客室サービス本部の各本部の業務に関わ

る安全問題等を実務レベルで協議するために、各本部において安全対策グループ会議

を開催しています。当会議は、各本部長を委員長とし、関係する本部内の担当および

安全保安管理本部担当で構成されます。 

 

2-4 運航乗務員、整備士、客室乗務員、運航管理者の数  

(2024年 6月 30日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

2-5  日常運航の支援体制 

(1) 運航乗務員、客室乗務員、整備従事者および運航管理者に関わる定期訓練および審査

上記対象者の定期訓練および審査の内容は、航空局の「運航規程審査要領（空航第 58

号）」「整備規程審査要領（空機第 73号）」「航空運送事業及び航空機使用事業の許可

並びに事業計画変更の認可及び届出の取扱要領（国空事第 17号、空機第 91号、空航

第 102号）」に基づき、当社の各規程に設定されています。 

(2) 日常運航における問題点の把握、解決、フィードバックの体制 

「OSCAR：Operational Safety and Company Advisory Report」という安全報告制度

により、運航の現場で発生する安全に関わる様々な事象の報告を受け、その情報を 

データベース化しています。この制度により、整備、運航、空港、客室サービス、

OCCの各本部スタッフや委託先スタッフにより、ヒヤリハットからインシデント等の

重大事象も含め報告がなされます。その後、「OSCAR」に挙げられた事象に応じ対応責

任者が決められ、原因分析・問題解決と関連する現場へのフィードバックが行われま

す。また、重要な問題は、各本部安全対策グループ会議、航空安全委員会などを通じ

て、問題解決の水平展開や情報の共有化が図られます。 

(3) 安全に関する啓発活動 

前述の安全文化を浸透させるため、全社員が安全教育・保安教育を定期的に受講しま

す。また、安全にかかわる様々な情報を広く伝える社内誌「Safety On Board」に

て、安全に関する知識向上と意識啓発活動を行っています。 

 

 

 人数 備考 

整備士  67 名 内、確認主任者 40名 

運航乗務員 206 名  

客室乗務員 363 名  

運航管理者  16 名  
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(4) アルコール管理体制 

運航乗務員、客室乗務員に対して業務開始時・業務終了時のアルコール検査を、整備

従事者および運航管理者に対して、業務開始時のアルコール検査を行っています。ま

た、代表取締役社長および安全統括管理者以下全社員に対して、飲酒について教育訓

練を定期的に実施しています。安全統括管理者が主催するアルコール委員会を設定

し、アルコール管理体制について各本部での情報や課題を取りまとめて対応していま

す。社内周知物「アルコール委員会からのお知らせ」を社員へ発行し、本部横断の全

社的な意識啓蒙活動を継続しています。 

 

(5) 運航乗務員に対する疲労リスク管理体制 

全運航乗務員および勤務の管理者に対し、疲労と運航への影響について定期教育訓練

を行っています。運航乗務員が疲労を感じた際に、会社へ報告する手段として

「Fatigue OSCAR」という Fatigue Leave（休日）を取得できる制度があります。ワー

キンググループを実施し、運航乗務員の勤務状況の把握および管理体制の改善を実施

しています。 

 

(6) 客室乗務員に対する疲労リスク管理体制 

全客室乗務員および勤務の管理者に対し、疲労と運航への影響について定期教育訓練

を行っています。客室乗務員が疲労を感じた際に、会社へ報告する手段として

「Fatigue OSCAR」という Fatigue Leave（休日）を取得できる制度があります。ワー

キンググループを実施し、客室乗務員の勤務状況の把握および管理体制の改善を実施

しています。 
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当社安全アドバイザーである早稲田大学の小松原明哲教授より、当社の安全に対する 

取り組みについて次のコメントを頂戴しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年は、能登半島地震という激甚災害により新年を迎えました。被災された方々に心か

らお見舞いを申し上げます。一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

近年、地震活動は活発化しています。8月に南海トラフ地震臨時情報が発令されたことは

記憶に新しいところです。また度重なる大雨、迷走する台風、異常高温、夏の落雷数も増

加しています。厳しくなる気象条件のなかで、航空会社は公共交通機関として、安全で安

定したフライトを提供し続けなくてはなりません。新たな脅威に対する備えが必要です。 

そして航空に携わるものにとって、より直接的なこととしては、1月 2 日の羽田空港航空

機衝突事故は、当然ですが、重く受け止めなくてはなりません。 

事故原因は運輸安全委員会が調査中ですが、その報告書を待つまでもなく、私たちが再確

認しなくてはならないことは、航空の安全を支えるのは人である、ということだと思いま

す。運航や整備に携わるスタッフはもちろんのこと、営業や事務間接部門も同じです。例

えば、お客さま情報を守るためには、確実なパソコン操作が求められます。スタッフ間、

部門間の情報共有、そのための良い社内風土、お互いに尊敬しあう姿勢が大切です。確か

に航空安全のための新技術は急速に進歩していますが、それを扱うのは人であることを忘

れてはなりません。その中で新たな脅威も出現してきているのです。 

一つ一つの動作が航空の安全につながることを、つねに意識すること。マニュアルの意味

を学ぶこと。そして安全に妥協しないこと。ジェットスター・ジャパンが、世界の LCCの

安全の手本として存在し、引き続きジェットスター・ジャパンらしい、フレッシュでホス

ピタリティあふれるフライトを提供してくださることを、心から願っております。 

 

ジェットスター・ジャパン 安全アドバイザー 

小松原 明哲（早稲田大学教授） 
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2-6 使用している航空機に関する情報  

（2024年 6月 30日現在) 

機種 平均 

機数 

座席数 導入 

時期 

平均年間 

飛行時間 

平均年間 

飛行回数 

平均 

機齢 

全体平

均機齢 

エアバス 

A320-232

型 

19機 180席 2012年 2,573時間 1,620回 10.2年 

8.9年 
エアバス 

A321-251NX

型 

3機 238席 2022年 2,550時間 1,491回 1.2年 

 

(1) 救急用具の装備状況 

航空法施行規則第 150条に基づき、旅客の安全を確保するため、救命胴衣、救命ボー

ト、医療用具、非常信号灯および航空機用救命無線機などの救急用具を装備していま

す。 
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2-7  運航状況に関する情報  

当該事業年度における路線別の輸送実績は以下の通りです（臨時便の運航は除く） 

(有償旅客キロ(RPK), 座席キロ(ASK)：×100万) 

 

（路線別輸送実績 2023年 7月 1日～2024年 6月 30日） 

   路   線 有償旅客キロ(RPK) 座席キロ(ASK) 運航実施便数 

国  

内  

線  

成田－関西  401 449 3,318 

成田－札幌  826 958 5,381 

成田－福岡  1,033 1,201 5,644 

成田－那覇  778 882 2,144 

成田－大分 130 164 984 

成田－鹿児島 172 201 926 

成田－松山 225 262 1,747 

成田－高松 189 223 1,741 

成田－熊本 240 280 1,479 

成田－宮崎 120 135 765 

成田－長崎 124 144 727 

成田－高知 84 97 724 

成田－下地島 116 135 370 

成田－旭川 57 74 392 

関西－札幌 289 326 1,384 

関西－那覇 269 308 1,357 

中部－福岡 290 339 2,531 

中部－那覇 151 172 649 

札幌－福岡 38 51 177 

国 

際 

線 

成田－台北 355 396 1,008 

成田－マニラ 298 340 621 

成田－上海 64 76 221 

関西－台北 47 56 182 

中部－マニラ 204 258 521 

  



   

      2023 年度安全報告書 

15 

 

3. 安全上の支障を及ぼす事態の報告(法第 111 条の 4)に関する事項 

  航空法第 111条の 4に規定する「航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態」 

（事故、重大インシデントおよびその他の安全上のトラブル）の発生状況は、以下の通

りです。 

 

3-1 航空機事故・重大インシデント 

2023年度において、航空機事故・重大インシデントの発生はございませんでした。 

 

3-2 安全上のトラブル 

2023年 7月 1日～2024年 6月 30日の間に発生した「安全上のトラブル」は 22件でし 

た。何れの事象も原因を分析し、必要な対応と再発防止策を講じております。 

 

事態名 件数 概要 処置 

表示・警報： 

・表示・警報機能（Red 

Warning）の機能喪失 

6 航空機気象レーダー装置（3

件） 

航空機衝突防止装置(3件) 

に不具合を示す計器表示があ

った。 

原因となった部品の

交換等、整備処置お

よび動作確認を実施

した。 

飛行規程に定める運用限界を超えた事態: 

・その他、運用限界を超え

た事態 

1 宮崎空港を離陸し上昇中にお

いて、MAX LANDING GEAR 

OPERATING SPEEDを超過し

た。 

 

直ちに LANDING GEAR

の格納操作を行った

のち、正常に作動し

たことを確認。 

運航規程に関する事態： 

・出発前の確認関係 

①事実と異なる内容によ

って、出発前の確認を行っ

た事態 

 

4 ・Bag重量について、離陸前

に運航乗務員へ報告した重量

が誤っていたため、ランプア

ウト後の引き返しとなった。 

・運航乗務員へ報告した搭載

情報（搭載個数および搭載場

所）に誤りがあった状態で運

航した。（同種事案 他 2

件） 

・正しい重量を運航

乗務員に伝え、再計

算を行い遅れて出発

した。 

・関係者へ臨時教育

を実施。確認手順に

関する点検表の新規

作成など。 
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・アルコール関係（航空機

乗組員関係） 

③航空機乗組員が、運航規

程に基づくアルコール検

査を適切に行わなかった

事態 

1 高松空港から成田空港へ向か

う便に乗務する運航乗務員

が、アルコール検査を実施し

なかった。 

・当該運航乗務員に

対する臨時教育を実

施。アルコール検査

実施要領について、

検査実施体制に関す

る内容を一部改正し

た。 

 

整備規程に関する事態： 

・機体及び装備品等の整備

間隔又は装備品等の限界使

用時間を超えて運航した事

態 

1 過去に取り付けられていた

Underwater Locating Beacon

（ULB）について、取り下ろ

し期限を超過して取り下ろし

ていたことが判明した。 

全ての機体に取り付

けられている ULBに

ついて、取り下ろし

期限を超過していな

いことを確認した。

その他の時間管理部

品の時間管理が適切

に実施されているこ

とを確認した。 

・耐空性改善通報の整備作

業要求等によらず運航した

事態 

1 昇降舵の遊びを点検、計測す

る作業において、計測値が許

容値を超えた場合に交換が必

要となる Elevator Servo 

Control（2本）の交換が未

実施であった。 

Elevator Servo 

Control（2本）の交

換を行い、耐空性改

善通報の再整備作業

を行った。 

・検査/整備関係 

③事実と異なる整備内容に

よって、整備の確認又は航

空機基準適合証の発行を行

った事態 

2 ・マニュアルにて塗布が指示

されている腐食防止 Sealant

が未塗布の状態である箇所が

発見された。 

・作動油配管の接続部 Union

を取り外したところ、本来は

Unionの下部に取り付けられ

るべき O-Ringが Unionの上

部に取り付けられていた。 

・当該箇所の状態に

ついて、再確認しマ

ニュアルに従った

Sealantの塗布を実

施した。 

・新品の O-Ringを

正しい位置に取り付

け、作動油漏れが無

いことを確認した。 
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その他： 

・非常装置等 

d. 緊急脱出信号発生装

置、すべての非常脱出口

及び非常用照明灯を含む

非常設備、非常用装置、

非常用装備品又は救急用

具の故障 

1 ・松山空港出発前、運航乗務

員が、客室前方天井の非常脱

出口および右側前方扉の非常

脱出口の表示が消灯している

ことを発見した。 

・当該表示灯の

Emergency Power 

Supply Unit 

Batteryを交換し

た。 

・非常用の装置の故障 

緊急脱出信号発生装置、す

べての非常脱出口及び非常

用照明灯を含む非常設備、 

非常用装置、非常用装備品

又は救急用具の故障（ただ

し、上記の非常装置等に該

当するものを除く） 

2 ・定時整備において、

RAT(Ram Air Turbine) 機能

試験を実施した結果、作動油

圧がマニュアル基準値に入ら

ない不具合が確認された。 

・運航整備中、固定式 ELT

（Emergency Locator 

Transmitter）の作動試験を

実施した結果、電波が発射さ

れない不具合が確認された。 

・RATを交換し、作

動油圧が正常である

ことを確認した。 

・ELTを交換し、作

動試験にて正常であ

ることを確認した。 

・装備品又は部品の誤った

取付け 航空機製造者又は

装備品製造者により取り付

けることが認められていな

い誤った装備品又は部品が

取り付けられていた事態 

2 ・VHF無線機器および HF無線

機器について、本来取り付け

を指示すべき機器と異なる機

器の取り付けを指示したこと

により誤った取り付けが行わ

れた。 

・VHF アンテナ（胴体上部前

方）および VHF アンテナ（胴

体上部後方）について、マニュ

アルの指定と異なるものが取

り付けられていることが判明

した。 

・本来取り付けるべ

き無線機器への交換

を実施した。他に誤

った取り付けが無い

ことを確認した。 

・VHFアンテナ（胴体

上部前方）および VHF

アンテナ（胴体上部

後方）を正規の部品

に交換した。 

・航空機の緊急操作を要し

た事態:航空機衝突防止装

置（TCAS）の回避指示

（RA）に基づく回避操作 

1 ・高度 12000FTで水平飛行

中、10時方向から＋1000FT

の飛行機を確認した。 

回避操作後、TCASが

通常に戻り運航継続

した。 
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4. 輸送の安全を確保するために講じた措置 

4-1 国から受けた不利益処分または行政指導等 

2023年度について、国から受けた不利益処分または行政指導等はありませんでした。 

 

4-2 安全目標・安全指標の達成状況 

2023年 7月 1日～2024年 6月 30日の当社の安全目標・安全指標に対する結果は、以下

の通りです。 

 

 ＜安全目標＞ 

1) 事故・重大インシデントの発生件数 

2023年度の事故・重大インシデントの発生件数は、目標値：0件に対して、実績値：事故

0件・重大インシデント 0件であり、目標を達成出来ました。 

事故・重大インシデントの発生 0 件という目標は、中期事業計画における安全目標とし

ても設定され、中期計画説明会、タウンホールミーティング等において背景、目的等に関

する説明・周知がされたことで意識付けの強化を図ることが出来ました。また、機材不具

合に対する対応、飛行データの分析・評価からの対策、現場から報告される不具合への対

応等を含め、安全目標を達成するための安全指標の設定、および安全指標を達成するた

めに各本部にて安全活動計画を設定することで、計画的、段階的な目標達成に向けたプ

ロセスを構築しました。 

 

2) 重大労働災害発生件数 

2023年度の従業員の重大な死傷災害の発生件数は、目標値：0件に対して、実績値：0件

であり、目標を達成出来ました。 

 

この目標も事故・重大インシデントの発生 0 件という目標と同様に中期事業計画におけ

る安全目標として設定され、単年のみではなく中期にわたる安全目標として周知、意識

付けが図られました。また、全社における「けがゼロプロジェクト」の実施、ハザードマ

ップの作成、および怪我防止、件数低減を図る対策を講じました。 

 

 

 

 

 



   

      2023 年度安全報告書 

19 

 

＜安全指標＞ 

1) TRIFR：Total Recordable Injury Frequency Rate 

2023年度の労働災害発生件数は、目標値：6.7件/100万労働時間に対して、実績値：10.52

件/100万労働時間であり、目標を達成出来ませんでした。 

 

大きな怪我等の発生はなかったものの、小さな怪我（擦り傷、打撲等）による労働災害が

多く認定されました。 

 

2023年度においては、2023年 8月から 10 月の期間に労働災害の発生件数が 13件と非常

に高い状況でした。この対策として全社員を対象に「けがゼロプロジェクト」を実施した

結果、一時的に労働災害発生件数は減少したものの、社員から労災申請しやすい職場環

境としていること、小さな怪我等による申請で労災認定される件数が増えたことなどが

影響し、年度目標を達成できなかったと考えられます。 

 

注）労働安全に係わる指標として TRIFR：Total Recordable Injury Frequency Rate

（記録可能総災害度数率）を設定し、労働安全の管理、改善を図っています。 

 

2) LWCFR: Lost Work Case Frequency Rate 

2023 年度の休業件数度数率は、目標値：4.2 件/100 万労働時間に対して、実績値：4.43

件/100万労働時間であり、目標を達成出来ませんでした。 

9 月、10 月に労働災害による休業取得件数が 7 件と非常に高い状況でした。全社員を対

象に「けがゼロプロジェクト」を実施した結果、TRIFR同様に労働災害による休業取得件

数は減少したものの、社員から労災申請しやすい職場環境としていること、小さな怪我

等による申請で労災認定される件数が増えたことなどが影響し、年度目標を達成できな

かったと考えられます。 

 

注）労働安全に係わる指標として LWCFR: Lost Work Case Frequency Rate 

（休業件数度数率）を設定し、労働安全の管理、改善を図っています。 

 

3) 怪我の発生率（ヒヤリハットを含む） 

  近年 TRIFR / LWCFRの目標値を満足出来ない期間が続いたことから、2023年度からヒ 

ヤリハットを含む怪我の発生率を安全指標 (TRIFR / LWCFRの先行指標)として設定し 

ました。 

 

2023年度のヒヤリハットを含む怪我の発生率は目標値 182.48件/100万労働時間に対し 

て、実績値：106.30件/100万労働時間であり、ヒヤリハットの報告が多く、その報告を 

基に怪我につながる可能性のあるハザードを取り除く行動を行ったことにより、目標値 
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を達成することが出来ました。 

4) レポート提出率 

2023年度のレポート提出率は、目標値：1.64件/1,000労働時間に対して、実績値：1.57

件/1,000労働時間であり、目標を達成出来ませんでした。 

 

本部ごとに見ると、客室サービス本部、空港本部、OCCが目標値を達成しており、他本部

は未達成となりました。内部通報制度の導入や部門独自の報告制度が設けられているこ

とから、従来に比べ報告件数の分散が見受けられます。これらの要素から目標値を下回

ったと考えられます。  

 

注）安全または保安に関する事象(義務報告事例、ヒヤリハット、乗客の怪我、機内で

の医療インシデント、業務中の負傷等)、また改善提案等は OSCAR にて提出すること

となっています。OSCAR の提出によりハザードやリスクを特定することが出来ます。

併せて、公正な文化（Just Culture）が確実に醸成されているかを測る指標の一つで

もあると考えています。 

 

5) 飛行データ解析プログラムにおける Hard Event 発生件数 

2023年度の飛行データ解析プログラムにおける Hard Event 発生件数は、目標値：

10.13件/1000飛行回数に対して、実績値：4.45件/1000飛行回数であり、目標を達成

出来ました。 

Event 内容に関して、早急な対策を要する傾向はなく、例年同様、季節的な天候の影響、

目視進入時の速度設定や降下率における Event が発生したものの、2022 年度同様、比較

的天候の影響が少なかったことが大きな要因の一つであると考えられます。 

注）飛行データ解析プログラムにおける基準値を超える事象とは、操作手順等につい

て通常の運用範囲からの乖離をモニターするため、機体の速度、姿勢、Flap 

Configuration などに基準値を設けている項目を指します。基準値を超える事象の件

数を下げることは運航におけるリスクの低減につながります。 

 

6) 飛行データ解析プログラムにおける Hard Landing の Hard Event発生率 

    2022年度より導入した A321がジェットスターグループ全体で Hard Landingが発生し 

やすい傾向があることに鑑み、2023年度は Hard Eventのうち Hard Landingに特化し 

たモニタリングを実施しました。その結果、目標値：0.30件/1000飛行回数に対し、実績 

値：0.26件と目標を達成することが出来ました。 
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7) 運航阻害発生率 

2023年度の運航阻害発生率は、目標値：0.016件/100飛行回数に対して、実績値：

0.014件/100飛行回数（3件）であり、目標を達成することが出来ました。 

 

過去事案に対する予防整備の頻度を増やしたこと、整備部/整備技術チーム/品質保証部

が同一エリアで業務できるようになったことでコミュニケーションの頻度、密度、整備

処置の確度が上がったことが要因と考えられます。また、福岡空港、新千歳空港のオン

コール整備委託開始により、目的地に整備士がいないことを理由にする離陸後の引き返

しが減少した結果であると考えられます。  

 

注）運航阻害発生率とは、100飛行回数あたりの機材故障(鳥衝突等によるものを除く) 

による緊急着陸、目的地以外への着陸、離陸後の引き返し、離陸中止および接地後の 

異常停止の発生件数です。 

 

8) 旅客数不一致により運航した事態の発生率 

    2023年度は、目標値：0.04件/1000飛行回数に対して、実績値：0.03件/1000飛行回数 

であり、目標を達成することが出来ました。事象の件数としては、1件であり、再発防止 

策として社内へ安全管理通報の発行を行うなど、必要な対応を実施しました。 

 

9) 改札業務におけるヒューマンエラー発生率 

    2023年度は、目標値：2.86件/1000飛行回数に対して、実績値：3.77件/1000飛行回数 

であり、目標を達成することが出来ませんでした。目標値を設定した際、OSCARの分類 

において Boarding Process に該当する項目すべてを集計の対象としていたことにより、 

改札業務におけるヒューマンエラーだけでなく、改札機器の不具合エラー等も含まれて 

おり、件数が高くなりました。しかしながら、ヒューマンエラーによるものは引き 

続き発生しているため、それらの事象発生を抑制すべく、対応を引き続き実施していき 

ます。 

 

10) ULD誤搭載により運航した事態の発生率 

    2023年度は、目標値：0.03件/1000飛行回数に対して、実績値：0件/1000飛行回数と 

事象の発生がなく目標を達成することが出来ました。社内において職場巡視、安全啓発 

活動の実施、委託先会社においては、事例共有や定例会議を実施しコミュニケーション 

を取りながら、安全意識の向上に努めてきたことによるものと考えています。 

 

11) ULD搭載業務中のヒューマンエラーの発生率 

2023年度は、目標値：0.17件/1000飛行回数に対して、実績値：0.14 件/1000飛行回数 

であり、目標を達成することが出来ました。 
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ULD搭載業務中のヒューマンエラーの発生事象は 2件であり、再発防止策として社内 

で安全管理通報の発行を行うなど、必要な対応を実施しました。 

 

12) 旅客の怪我発生件数 

2023 年度の旅客の怪我発生件数（出発ゲート通過から目的地にて PBB またはステップを

通過するまでに発生した乗客の怪我のうち、社員による目撃等から事象を知り、レポー

トにて報告された怪我の件数）は、目標値：0件に対し、実績値：1件であり、目標を達

成出来ませんでした。 

 

2023年 10月にお客様が降機中階段から落ち、その際お客様の希望により救急車を要請し

た事象が 1件発生しております。 

 

13) 駐機中の航空機の損傷 

2023年度の駐機中の航空機の損傷の発生件数は、目標値：0件に対して、実績値：1件で

あり、目標を達成出来ませんでした。 

 

航空機への損傷は、航空機の耐空性や運航、およびお客様の利便性への影響、また状況に

よっては従業員への大きな怪我につながる可能性があるため、機側での作業者にはハザ

ードエリアマップや過去の機体損傷事例を紹介し意識の啓発を行いましたが、2023年 12

月に海外空港において、コンテナ取り卸しのためハイリフトローダーを装着した際、後

方貨物室ドア付近の胴体に接触した事案が 1件発生しております。 

 

14) 完了期限を過ぎたレポートの割合 

2023年度の完了期限を過ぎたレポートの割合は、目標値：0.82％に対して、実績値：0.61％

であり、目標を達成出来ました。 

 

期限の近いレポートに関しては、レポートの回答者と密に確認し期限超過とならないよ

う対策を講じました。また、期限内のクローズが難しい案件等は適宜延長理由・延長期限

を確認し、必要に応じて期限延長することとしました。その結果、適切な対策をとること

ができ、安全性向上への意識の活性化に繋げることが出来ました。 
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4-3 2024年 7月 1日～2025年 6月 30日までの安全目標 

 

2024年度の安全目標は、「安全管理システムの構築に係る一般指針」および「国際民間航

空条約第 19付属書」に従い、ジェットスター・ジャパンにおいて航空安全プログラム（SSP）

を実行あるものとしていくため、以下 3段階の安全目標を設定することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年度（2024 年 7月 1日～2025年 6月 30日）は、以下の安全目標、安全指標、およ

びその値を掲げてさらなる安全運航に取り組んでまいります。 

2024年度は、上位の安全目標として、航空事故・重大インシデントおよび従業員の重大労働

災害をゼロに抑えるという目標を昨年度に引き続き設定するとともに、安全指標として、就

航開始以来継続して設定している主要な項目に加え、安全・保安・品質向上を目的とした計

14項目を設定することとします。 

 

2023年度から ICAOの安全管理マニュアル(SMM)にて安全パフォーマンス管理のために導入が

推奨されている SPT/SPI を正式に導入し、主要な安全指標において SPI の観点でのモニタリ

ングを実施しました。2024年度においても人の安全、安全文化、運航の安全を三つの礎とし、

先行指標および遅行指標を設定することとします。 

 

SPTについては、航空局において長期目標として 15年間で 50％減、毎年およそ 2-3％減とす

る安全目標を掲げていることを踏まえ、当社にて設定した中期目標(毎年 3%の改善、5年間で

約 15%改善)を継続し、中期的により強固な安全管理システムを構築してまいります。また目

標値と実績値が大きく乖離している指標に関しましては、社内で様々な施策を行い目標値に

近づけるよう対応していくこととします。 

 

SPI については、2023 度同様、目標値に標準偏差によるトリガー値を設け、実績値が変動範

囲を超えた場合等に原因分析や改善のための検討を行う仕組みを継続することとします。 

 種別 説明 

１ 安全目標 航空運送事業を営む企業として、達成されるべき目標（ゼロ目標）

として設定される目標をいう 

２ 安全指標 「安全目標」を達成すべく年度毎に「安全目標値」を設定し、安

全達成度を把握することにより安全性を定量的に測定するため

に用いる指標をいう 

３ 安全活動計画 「安全指標」における「安全目標値」を達成するために必要な活

動計画であり、社内各本部にて個別に設定される施策、指標、計

画をいう 
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１． 安全目標 

１）事故・重大インシデントの発生件数 

航空運送事業を営み、公共交通機関の責務を担う企業として、当然設定するべき目標

であり、各安全指標の上位安全目標として、2023度同様事故・重大インシデントの発

生件数をゼロとする安全目標を設定します。 

 

２）重大労働災害発生件数 

航空運送事業を営み、公共交通機関の責務を担う企業として、従業員の安全、健康の

確保は会社の事業運営と安全性の向上にとって最も重要な課題であり、各安全指標の

上位安全目標として、2023年度同様、ICAOの Serious Injury（重大な死傷災害）定

義に該当する従業員の労働災害の発生件数をゼロとする安全目標を設定します。 

 

２．安全指標 

１）TRIFR：Total Recordable Injury Frequency Rate 

ジェットスターグループでは、労働安全に係わる指標として TRIFR：Total Recordable 

Injury Frequency Rate（記録可能総災害度数率）を設定し、労働安全の管理、改善を

図っています。 

 

ジェットスター・ジャパンにおいては、これらの指標を就航当初より安全指標として

設定しております。 

 

当社では、従業員の安全や健康の確保は安全運航の礎であると考えており、引き続き

会社の安全指標として設定します。 

 

2023年度の目標として設定していた TRIFRの安全目標値 6.7に対し、実績は 10.52と

目標を大きく下回ってしまい、2022年度（2022年 7月～2023年 6月）の実績 6.93よ

り悪い結果となりました。これはコロナ禍からの回復に伴い、運航便数および労働時

間（全体のアクティビティー）が増加した上、社員数が急激に増えたこと、ならびに

労災申請件数の大幅な増加および労災認定の基準の緩和があったためと考えていま

す。2024 年度は目標値により実効性を持たせるとともに社員の目標達成意欲を減退

させないよう、目標値は過去 5 年間の実績平均値から 3%の改善を目指す 9.8 件/100

万労働時間を設定します。 
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２）LWCFR: Lost Work Case Frequency Rate 

ジェットスターグループでは、労働安全に係わる指標として上記TRIFRに加え、LWCFR: 

Lost Work Case Frequency Rate（休業件数度数率）を設定し、労働安全の管理、改

善を図っています。 

 

ジェットスター・ジャパンにおいては、これらの指標を就航当初より社内安全指標と

して設定しております。 

 

従業員の安全や健康の確保は安全運航の礎であると考えており、引き続き会社の安全

指標として設定します。 

 

2023年度の目標として設定していた LWCFR の安全目標値 4.2に対し、実績は 4.43と

目標値を上回り、2022年度（2022年 7月～2023年 6月）の実績値 4.33より悪い結果

となりました。これは TRIFR同様に労災申請件数の大幅な増加、および認定の基準の

緩和が影響していると考えており、上記理由に鑑み、TRIFR同様 2024年度の目標値は

過去 5 年間の実績平均値から 3%の改善を目指す 5.1 件/100 万労働時間として設定し

ます。 

 

３）怪我の発生率（ヒヤリハットを含む） 

ジェットスターグループでは、怪我発生件数を安全に係わる指標として設定しており

ます。 

 

ジェットスター・ジャパンにおいては、就航当初より旅客の傷害発生件数（First Aid

を含む全ての傷害件数）をモニターしております。 

 

2024 年度は引き続きヒヤリハットを含む怪我の発生率を TRIFR/LWCFR の先行指標と

設定し、TRIFR/LWCFRにつながる可能性のある怪我を減らすことを目的とします。2023

年度に新設した安全指標であり 2022 年度単年のデータを基に指標が設定された経緯

があることから複数年のモニター・検証が必要と思料することおよび計画的に 5年後

の目標値を満足できるよう SPT の考え方に即した形で年度の目標設定をすることと

し、2024年度の目標値は、3%の改善を目指す 177.01件/100万労働時間を設定します。 

 

４）レポート提出率 

ジェットスターグループでは、安全文化に係わる指標としてレポート提出率を設定し

ます。 

 

ジェットスター・ジャパンにおいては、この指標を就航当初より社内安全指標として
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設定しております。 

 

2023年度は目標値である 1.64件/1,000労働時間 を達成出来ていない本部が複数あ

りました。2022 年度に新たに設定された内部通報制度、部門独自の報告制度、

Suggestion Box(提案箱）といった制度の追加設定、安全文化に係らない内容の OSCAR

提出の見直しを実施したことで、従前より一本化されていた報告の分散が発生し

OSCAR 報告数が減少しました。2024 年度の目標値は、過去 10 年間の実績の平均値か

ら 3%の改善を目指す 1.59件/1,000労働時間を最低維持することとします。 

 

引き続き提出率を上げるために「報告したことにより懲罰を受けず、社員の学びに貢

献する公正な文化の浸透度の向上」や「報告した結果、リスクが低減した様子を見え

る化」などの施策を講じ、さらなる改善を進めていきます。 

 

５）飛行データ解析プログラムにおける Hard Event 発生率 

ジェットスターグループでは、運航の安全に係わる指標として独自に設定された閾値

を基準とする Hard Eventの発生率を設定しています。 

 

ジェットスター・ジャパンにおいては、この指標を就航当初より安全指標として設定

しております。 

 

「飛行データ解析プログラムにおける Hard Event 発生率」は、運航に係わるリスク

を見る指標です。Hard Eventの件数を下げることは運航におけるリスクの低減につな

がるため本目標を設定します。 

2023年度は運航便数が増加したにもかかわらず、外的要因である天候の影響も比較的

少ない年度となりました。その結果、2023年度の目標値である 10.13件/1000飛行回

数に対し、実績値 4.45件/1000飛行回数となり目標を達成することが出来ました。 

2024 年度の目標値は SPTに則り 3%の改善を目指す 9.83 件/1000飛行回数当たりの発

生件数とし、引き続き安全運航に取り組みます。 

 

６）飛行データ解析プログラムにおける Deep Touchdown の Hard Event 発生率 

Deep Touchdownは滑走路逸脱、機体損傷および乗客、乗員の怪我につながるリスクが

あるため、Hard Eventの件数を減少させることが運航の安全向上へとつながります。

2023年度は Hard Landingの Hard Event発生率をモニターすることで、発生が多い際

に運航乗務員に対策を周知する事で 2022 年度と比較すると大きく改善することが出

来ました。2024 年度は、Hard Landingと因果関係が強いとされる Deep Touchdownを

指標と設定し、運航乗務員に対し啓発を行います。目標値はデータのある直近 2年間

の平均値から 3%の改善を目指す 1.01件/1000飛行回数と設定します。 
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７）運航阻害発生率 

ジェットスター・ジャパンにおける運航、機材品質を見る指標として、「運航阻害発

生率」を継続して設定します。 

 

2023年度は目標を達成しているものの、SPTに則り 3%の改善を目指すことから 2024

年度においては 0.015件/100飛行回数を目標として設定します。目標達成に向け整

備本部全体で議論を深め、全員で取り組んでいきます。 

 

８）旅客数不一致により運航した事態の発生率 

旅客数不一致の状態で運航することは、Weight＆Balance に影響する可能性があり安

全上のリスクがあると同時に、保安上の観点においてもリスクが生じます。2023年度

において、旅客不一致事象が 1件発生していることから、2024年度も引き続き「旅客

数不一致により運航した事態の発生率」を遅行指標として設定し、目標値は SPTに則

り 3％の改善を目指す 0.039件/1000飛行回数とします。 

 

９）改札業務におけるヒューマンエラー発生率 

改札業務中のヒューマンエラーは旅客数不一致事象につながることから、引き続き先

行指標として設定します。2023年度においては、ヒューマンエラー以外の事象も集計

の対象となっていたため、2024年度はヒューマンエラーに特化した事象を集計するこ

ととし、分析および対応を実施します。目標値は SPTに則り 3％の改善を目指す 2.77

件/1000飛行回数とします。 

 

１０）ULD誤搭載により運航した事態の発生率 

ULD を誤搭載した状態で運航することは、Weight＆Balance に影響し安全上のリスク

となります。2023 年度においては、ULD 誤搭載に該当する事象が 1 件発生しました。 

A321LR の機材数も増え、A320 との搭載方法に差異もあることから、2024 年度も引き

続き「ULD 誤搭載により運航した事態の発生率」を遅行指標とし、目標値は SPT に則

り 3％の改善を目指す 0.029件/1000飛行回数とします。 

 

１１）ULD搭載業務中のヒューマンエラーの発生率 

ULD 搭載業務中のヒューマンエラーの発生率を下げることで ULD 誤搭載による運航リ

スクの低減が可能となります。そのため、ULD誤搭載による運航の先行指標とし、ULD

搭載業務中のヒューマンエラー発生率を引き続きモニターすることとします。2024年

度の目標値は SPTに則り 3％の改善を目指す 0.16件/1000飛行回数とします。 

 

１２）旅客の怪我発生件数 

ジェットスターグループでは、旅客の怪我発生件数を安全に係わる指標として設定し

ております。 
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ジェットスター・ジャパンにおいては、就航当初より旅客の怪我発生件数（First Aid

を含む全ての怪我件数）をモニターしております。 

 

2024年度においても「旅客の怪我発生件数」として、出発ゲート通過から目的地にて

PBB またはステップを通過するまでに発生した乗客の怪我のうち、社員による目撃等

から事象を知り、レポートにて報告された怪我の件数を計測し目標値を 0件と設定し

ます。 

 

１３）駐機中の航空機の損傷 

航空機への損傷は、航空機の耐空性や運航およびお客様の利便性への影響、また状

況によっては従業員への大きな怪我につながる可能性があります。 

 

2023年度に発生した航空機への損傷につきましては、航空機の耐空性に影響があっ

たことへの確認が遅れ、運航に供してしまったことを踏まえ、再発防止策として不

具合事象発生時には遅滞なく運航乗務員へ報告を行うことと運航の継続を止め、健

全性の確認を行うこととしました。運航の重大な安全に関わる事案であったことか

ら、2024年度においても対策の徹底により再発防止を目的として引き続き目標値は

0件とします。 

 

１４）完了期限を過ぎたレポートの割合 

ジェットスターグループにおいては、安全文化を構成する要素の一つとして「報告す

る文化」の重要性を謳っています。上記レポートによる報告は重要でありますが、期

限内に確実に報告されたレポートをクローズすることも重要であり、報告する文化の

醸成、および報告制度の活性化を図るために安全指標として引き続き設定します。 

 

全てのレポートについて期限内でのクローズを目指しますが、やむを得ない理由（シ

ステムや財務上の理由または起票者との調整に時間を要するケース等）により遅延す

る可能性があることから、毎週完了期限の近いレポートに対し、回答者へのリマイン

ドおよび密に確認しさらなる改善に向け対応することで、期限内に完了出来ないレポ

ートの割合を SPTの中期目標に則り、2023年度の目標値から 3%の改善を目指し、2024

年度の目標値を 0.79％と設定します。 

 

4-4 情報の伝達および共有に関する事項の概要 

当社は「OSCAR：Operational Safety and Company Advisory Report」という安全報告制

度により、運航の現場で発生する安全に関わる様々な事象の報告を受け、その情報を 

データベース化しています。この制度により、整備、運航、空港、客室サービス、OCCの

各本部スタッフや委託先スタッフにより、ヒヤリハットからインシデント等の重大事象

も含め報告がなされます。その後、「OSCAR」に挙げられた事象に応じ対応責任者が決め
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られ、原因分析・問題解決と関連する現場へのフィードバックが行われます。また、重

要な問題は、各本部安全対策グループ会議、航空安全委員会などを通じて、問題解決の

水平展開や情報の共有化が図られます。 

 

4-5 事故等の防止対策、事故等の発生時の対応および災害への備えに関する事項の概要 

航空事故、重大インシデント、ハイジャック・テロ、天災等が発生した場合の関係機関

および現場との緊急連絡体制、応急措置手順、原因究明体制、訓練・演習手順について

は、危機管理計画 (CMP) に定められています。事故、重大インシデントが発生した際に

は、会社本社に事故対策本部（CMT : Crisis Management Team）が設置され対応するこ

ととなります。機内における緊急の場合においてとるべき措置等については運航規程に

定めています。 

 

4-6 内部監査の実施およびその管理の状況の確認に関する事項の概要 

当社の安全基準に対する適合性および安全管理システム全般の有効性を判断するために

内部監査プログラムを設定しています。監査プログラムは安全管理規程に基づき安全保

安管理本部にて管理、実施がされており、安全管理規程の方針に基づいて設定された整

備規程、業務規程および運航規程に定められた監査については、これらの規程に従って

実施しています。 

 

4-7 輸送の安全に係る文書の整備および管理に関する事項の概要 

当社では、関係法令・基準等に従って、安全管理規程、運航規程、整備規程、業務規程

等を定めて文書化し、担当する各本部により最新の状態に管理されています。また、安

全管理に係る文書（各会議資料、監査報告書等）についても管理指針を定め、維持・管

理を行っています。 

 

4-8 事業の実施およびその管理の改善に関する事項の概要 

(1) マネジメント レビュー 

当社では、安全管理システムが有効に機能していることを定期的に評価し、必要に 

応じて改善の検討、実施することを目的として、代表取締役社長が委員長を務める 

航空安全委員会において安全方針、安全目標、その他安全にかかわる実績等につい 

てマネジメント レビューを行っています。 

 

(2) 変更管理 

オペレーションに係わるシステムの変更を管理することは安全、品質および適合性 

を維持、向上させるための重要な要素であります。 

 

変更管理は、効果的かつ効率的に変更を実施して当社のオペレーション全体のパフ 

ォーマンスを向上させることが出来る体系的な手順の提供を目的としており、当社 
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のオペレーションを守り、許容出来ない品質、適合性および安全上のリスクにさら 

されないように、人への影響、リスク、または財務上の承認に応じたカテゴリーに 

分類し、変更管理のプロセスを実施しています。 

 

          以上 


